
令和２年第１４回玉野市教育委員会 会議録

１．開 会

２．前回会議録の承認

令和２年第１３回教育委員会会議（R2.6.23）の議決事項等について

教育長報告：令和２年６月議会一般質問について

議 事：議案第１７号 玉野市立体育施設条例施行規則の一部を改正する規

則について ほか３件

協 議：玉野市教育行政重点施策（第３稿）について ほか２件

そ の 他：「おかやま子ども応援事業」関連事業の再開について ほか３件

（承認）

Ⅰ 期 日： 令和２年７月７日（火） 於：第 1委員会室

Ⅱ 開会時間： １４時１０分

閉会時間： １５時３０分

Ⅲ 出席委員： 教育長 妹尾 均 教育長職務代理者 妹尾 恵美

委 員 太宰 実千代 委 員 加藤 正枝

委 員 野田 洋二

Ⅳ 欠席委員： －

Ⅴ 出席者氏名： 教 育 次 長 藤原 敬一 教育総務課長 山内 祐樹

学校教育課長 住田 義広 就学前教育課長 牧野 真哉

社会教育課係長 難波 頼広 玉野商工高等学校事務長 道上 早苗

（書 記） 清山 智保

Ⅵ 会議内容：



３．教育長の報告 日比中学校講師の不祥事について

（妹尾教育長） 新聞にも掲載されているが、書類送検をされた。刑事事件とし

てどのような処分になるかにもよるが、処分が決定された後、県

教育委員会の処分についても決定される予定である。

４．議 事

（１）議案第２２号 玉野市学校管理規則の一部改正について

（学校教育課長） 資料により説明。

（野田委員） 規則の改正が必要なのか。

（学校教育課長） 規則を改正しないと夏季休業期間の変更が出来ない。

（妹尾委員） もし第２波等が来た場合、冬季休業の変更が必要になったら

改めて改正することになるのか。

（妹尾教育長） 冬季休業期間の変更が必要になった場合は、その時に改正す

ることになる。

（２）議案第２２号 玉野市教育委員会非常勤講師等の勤務条件に関する規則の一部

改正について

（学校教育課長） 資料により説明。県に準じて改正したものである。

（いずれも承認）

５．協 議

（１）令和２年度教育要覧「玉野の教育」（第１稿）について

（教育総務課長） 資料により説明。８月１日付で発行予定である。

（野田委員） (P26)中学校教員による小学校授業への支援で、理科は行ってい

ないのか。

（学校教育課長） 今は理科は行っていない。

（野田委員） (P30)不登校対策施策推進の中にある「７段階の状態評価」とい

うのはどのようなことか。

（学校教育課長） 今年度から不登校対応の基準ということで県教委がルール化し

たものである。わかりやすいように説明を加える。



（野田委員） (P40)備考欄の丸数字は何か。日比中学校、荘内中学校、商工高

校の敷地面積に違和感を感じる。商工高校の方が荘内中学校の

２倍近く面積があるのか。

（教育総務課長） 丸数字は施設台帳に掲載されている棟番号である。敷地面積に

ついては念のため確認する。

（妹尾委員） (P46)成人式開催事業については、「新成人自らが企画し」と加

えてもよいと思う。

（妹尾教育長） 指摘のあった箇所を訂正し、次回もう一度確認していただきた

い。

（２）教育委員会のオンライン会議導入について

（教育総務課長） 資料により説明。８月２５日開催の教育委員会で試行を行いた

い。

６．その他

（１）令和２年度７月補正予算の概要について

（教育総務課長） 資料により説明

（学校教育課長） 資料により説明

（社会教育課係長） 資料により説明

（玉野商工高校事務長） 資料により説明

（野田委員） 学びの保障総合対策事業で各学校が実際に購入したものがどの

ようなものであったかを教えてほしい。

臨時学校サポートスタッフはどのような業務を行うのか。

（学校教育課長） 完全に限定はしないが、現在、配置している学校サポートスタ

ッフと業務分けをしながら、消毒作業や、教師業務のサポート

を行ってもらう予定である。

（妹尾委員） 臨時サポートスタッフはいつから配置されるのか。

（学校教育課長） 臨時議会が７月１６日に開催される。そこで可決されてから、

募集をかけることになる。出来るだけ早急に任用したいと考え

ている。

（加藤委員） そんなに人手が足りない状況なのか。

（学校教育課長） 学校によって軽重はあるが、基本的には消毒などの感染症対策

に関する業務は教員が行っている。その作業が負担になってい



る部分がある。長期休業明けで不安定になっている子どももい

るためそのケアも必要になっている。

（太宰委員） 役割分担が上手く出来るのか疑問である。

（学校教育課長） 学校のマネジメント力次第である。サポートスタッフに全てを

任せてしまうということではない。

（野田委員） 臨時学校サポートスタッフの配置は、１００％国費なのか。

（学校教育課長） 新型コロナウイルス感染症対策地方創生臨時交付金を充てる予

定である。

（加藤委員） 感染症対策ということだけで、別にこれだけの経費をかけて増

加するというのはどうかと思う面もある。

（太宰委員） 学校の中でも役割分担が共有出来ていないことも多い。なかな

かスタッフが意見を言える場もないと思う。教員とサポートス

タッフとの役割分担や連携できる仕組みをきちんと構築して

もらいたい。

（学校教育課長） 現状では、手洗い指導や給食時間の消毒、朝の検温確認など感

染症対策のために時間がかかっている業務が多い。そういった

ところを少しでも人を増やすことで軽減出来たら良いと考え

ている。

（妹尾委員） 今回感染症対策で一時的に増えたとしても年度末までで来年度

また一気に減るようになるのであればまた負担が増えてしま

うことになる。本当に必要なスタッフについてはきちんと配置

してもらいたい。

（妹尾教育長） いただいたご意見については校長会などで学校に対して伝え、

臨時学校サポートスタッフを活用できるようにしたい。

（２）「子育てアプリ」について

（就学前教育課長） 資料により説明

次回、教育委員会は令和２年７月２１日（火）１４：００から第１委員会室で開催

するので参集願います。以上で、第１４回教育委員会を閉会します。

会議録調製者 書 記 清山 智保

会議録署名委員 教育長 妹尾 均

〃 教育長職務代理者 妹尾 恵美


